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軽微な変更の取り扱い

平成 23 年 6月 21 日改定

「軽微な変更」の取り扱いについて

「軽微な変更」の取り扱いは以下①～⑤に該当する場合を原則とします。

「軽微な変更」に関する相談について

｢軽微な変更」に該当するものか｢計画変更」に該当するか判断に疑問を生じた

場合には、早めに意匠、構造、設備各担当者および確認検査員にご相談ください。

変更の概要についてヒアリングさせていただき、変更内容を確認いたします。

（簡単な内容であれば、電話【03-5825-7545】でもご相談に応じます）。

相談に来られる際は、事前に各担当者又は担当確認検査員までご連絡ください。

打合せ日時をあらかじめ調整させていただきます。

相談に来られる際は、打合せ資料として、変更前の図面、変更箇所、変更概要

が分かる資料をお持ちください。

①　施行規則第３条の２各項各号に該当すること。

②　確認済のものに対する変更であること。

③　変更後も建築物の計画が「建築基準関係規定に適合することが明らかなも

　　の」であること。

④　全体的に構造計算をやり直す必要がないものであること。
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「軽微な変更」は、当該変更に係る工事に着手する前に確認審査を受ける必要が

ないものとして、その範囲を規則第３条の２に示したものです。よって、確認後

に軽微な変更があった場合は、変更後直近の中間検査又は完了検査の際に軽微な

変更の内容を示し、検査を受けることとなります。変更後は可能な限り速やかに

事前報告願います。




